
１ 目的 

 県内の母子家庭の母及び父子家庭の父の生活実態を把握し、今後のひとり親家庭福祉施策

の推進にあたり、必要な基礎資料を得ることを目的として、調査を実施しました。 

 

２ 調査区分  

（１）母子家庭実態調査 

 ・県内の母子家庭のうち、児童扶養手当受給資格者（16,512 世帯）を対象に市町村の協力

を得てアンケート用紙を配布し、児童扶養手当現況届の提出にあわせて回答していただ

きました。 

 ・調査基準日 平成 21 年 8 月１日 

 

（２）父子家庭実態調査 

 ・県内の父子家庭のうち、市町村の協力を得て福祉事務所毎に按分した割合で無作為抽出

した父子家庭（552 世帯）にアンケート用紙を配布し、郵送にて回答していただきました。 

 ・調査基準日 平成 21 年 8 月１日 

 

３ 調査事項 

   ・扶養する子どもの状況について 

   ・住まいの状況について 

   ・勤務形態について 

   ・収入について 

   ・行政に対して希望すること  他 

    

４ 実態調査の回答数 

区  分 総世帯数 調査依頼数 回答数 回答率 

母子家庭 21,639 世帯（H21.6.1 現在） 16,512 世帯 9,061世帯 54.9% 

父子家庭  3,107 世帯（H21.8.1 現在） 552 世帯 284 世帯 51.4% 

 

５ 結果の公表 

  調査結果については、長野県ホームページの以下のアドレスに掲載してあります。  

（http://www.pref.nagano.jp/syakai/seisyounen/kashokai.htm） 
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平成 21 年度母子家庭・父子家庭実態調査 

の結果がまとまりました。 
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20代まで 30代 40代 50代以上 不明

母子家庭 父子家庭

　母子家庭の母は、「３０代」が４４．６％と最も多く、父子家庭の父は、「４０代」が４５．８％と最も多い。

回 答 者 の 状 況

　
　「小学生」が母子家庭３６．３％、父子家庭３６．９％とともに最も多い。 ※平均子ども数：母子家庭1.57人、父子家庭1.72人

子 ど も の 状 況

　
　児童以外の同居者がいる割合は、母子家庭が４１．４％、父子家庭が６６．２％と母子家庭より父子家庭の方が約１．６倍多い。

世帯数 割合(%) 世帯数 割合(%)
20代まで 978 10.8 13 4.6
30代 4,040 44.6 75 26.4
40代 3,473 38.3 130 45.8
50代以上 459 5.1 66 23.2
不明 111 1.2 0 0.0
合計 9,061 100.0 284 100.0

区分
母子家庭 父子家庭

（単位：％）

未通園乳
幼児(3歳
児未満)

未通園乳
幼児(3歳
児以上)

保育園・
幼稚園児
(3歳児未
満)

保育園・
幼稚園児
(3歳児以
上)

小学生 中学生 高校生

専門学校・
各種学校・
短大・大学
生

就労者 その他 合計

人数 341 94 368 1,674 5,178 3,011 2,720 368 357 160 14,271

割合(%) 2.4 0.7 2.6 11.7 36.3 21.1 19.1 2.6 2.5 1.1 100.0

人数 4 4 5 30 181 115 106 20 20 5 490

割合(%) 0.8 0.8 1.0 6.1 36.9 23.5 21.6 4.1 4.1 1.0 100.0

母子
家庭

父子
家庭

区分

調 査 結 果 の 概 要

　母子家庭は「離婚」が９１．０％と最も多いが、父子家庭は「離婚」の７３．６％に次いで「死別」が２４．３％となっている。

ひとり親家庭になった理由

66.2 32.7

41.4 57.3
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父子家庭

母子家庭

同居者あり 同居者なし （単位：％）
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離婚 未婚の母 死別 その他 無回答

母子家庭 父子家庭 （単位：％）

同 居 者 の 有 無
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公営住宅
・公社

・公団住宅

親族と同居 社宅 その他 回答なし

母子家庭 父子家庭

　父子家庭は「持ち家」が７９．９％と最も多いが、母子家庭は「持ち家」４５．０％に次いで、借家等が２８．０％、公営住宅等が
２２．７％となっている。

住 ま い の 状 況

　母子家庭の母は、「パート・アルバイト等」が４５．７％と最も多く、父子家庭の父は「正社員」が６６．５％と最も多い。

勤 務 の 形 態

（単位：％）

（単位：％）

7.7
4.1
3.1
5.9

2.3
0.8

13.1
2.2
5.0
7.7

0.4
8.1

11.2
14.7

41.5
14.9

8.1
18.2

7.7
23.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

無回答

その他

農・林業従事者

運輸・通信従事者（運転手、オペレーター等）

専門職（保育士、教員等）

福祉職従事者（ホームヘルパー等）

販売職（店主、店員、セールス等）

技術職・生産工程従事者（工員、職人等）

サービス業従事者（理・美容師、飲食店店員、清掃員等）

事務職（事務系の職種全般）

　母子家庭の母は、「事務職」が２３．５％と最も多く、次いで、「サービス業」、「技術職」の順となっており、父子家庭の父は「技
術職」が４１．５％と最も多く、次いで、「運輸・通信」、「販売職」の順となっている。

仕事の内容について

（単位：％）　　　母子家庭　　　父子家庭
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500～
1000
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1000万円
以上

無回答

父子家庭

　収入額２００万円未満で比較すると、母子家庭が５９．１％に対して、父子家庭は１２．８％となっている。

世 帯 の 年間総収入
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無回答

母子家庭

（単位：％）

（単位：％）
*母子家庭と父子家庭の金額の範囲が異なるため、表示位置を調整した。

　「100～150万円」がＨ１９、Ｈ２１ともに２１．９％と最も多く、大きな変化はない。

（参考）母子家庭世帯の年間総収入（平成19年調査との比較）
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無回答

H19 H21 （単位：％）
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無回答

その他

子ども以外の家族の介護をしている

技能・資格の習得中

乳幼児や小さい子どもの世話に専念している

自分や子どもの病気等で仕事ができない

求職中

母子家庭

　「取り決めしていない」が３３．４％と最も多く、次いで「離婚調停」が２０．２％、「口約束」が１９．７％となっている。

母 子 家 庭 の 養 育 費 の 状 況

　「取り決め通り支払われている」は１９．８％であり、「取り決めをしたが支払われていない」が、２５．６％となっている。

母子家庭の養育費の受け取り状況

（単位：％）

　母子家庭の母が仕事についていない理由は、「求職中」が５７．１％と最も多い。

仕事についていない理由

2.5

2.0

2.2

2.6

8.4

9.1

19.7

20.2

33.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

取り決めしていない

離婚調停

口約束

公正証書

念書や約束書

離婚協議書

離婚裁判

その他

無回答

5.2

6.6

33.7

0.6

25.6

8.5

19.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

取り決め通り支払われている

取り決め通りではないが支払われている

取り決めをしたが支払われていない

取り決めをしていないが、支払われている

取り決めをしていないため、支払われていない

その他

無回答

（単位：％）

（単位：％）
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　母子家庭の母は「パソコン」が２５．１％、次いで「看護師等」が１２．０％となっており、父子家庭の父は「パソコン」が１７．６％と
なっている。
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16.2
17.6

0.0
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パソコン 看護師、
保健師、
介護福祉士

ホーム
ヘルパー

調理師、
栄養士

簿記 保育士 理・美容師 特にない その他 無回答

母子家庭 父子家庭

　父子家庭は「児童扶養手当の増額・拡充」が７２．９％と最も多いが、母子家庭は「児童扶養手当の増額・拡充」が３８．４％、
次いで「就職あっせんの充実」が２２．５％となっている。

※複数回答あり

※複数回答あり

（単位：％）

今後、行政に対して希望すること

4.9
28.3

2.8
2.7

16.9
4.1

4.9
4.5

4.2
11.2

34.9
14.5

24.3
14.7

1.8
15.3

9.9
15.4

5.3
22.5

72.9
38.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答

その他

子育てや家事等を援助の充実

生活相談、児童相談等
の窓口の充実

保育所・児童クラブの充実

公的な貸付金の増額・拡充

仕事と家庭の調和
（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ）実現の支援

仕事のための技能、資格等
の講習会の充実

子どもの一時預かり制度の充実

就職あっせんの充実

児童扶養手当の
増額・拡充

（単位：％）　　　母子家庭　　　父子家庭

身 に つ け た い 資 格
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